
平成 25 年 11 月 27 日 
 
八洲学園大学学則変更について 
 
■変更理由 
 
 現行の 2 学期制から 4 学期制への移行により、入学機会と学生の履修機会を増やすため。 
 
■新旧比較対照表 

新 旧 

 

（学年及び学期） 

第９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日

に終る。 

２ 前項の学年を次の４学期に分ける。 

   第１学期 ４月１日から６月３０日まで 

   第２学期 ７月１日から９月３０日まで 

   第３学期 １０月１日から１２月３１日まで 

   第４学期 翌年１月１日から３月３１日まで 

 
第１３条 科目等履修生の修業期間は、授業の開講時

期及び受講単位数により１学期間から１年間（４学期

間）とし、３年を超えて在学することはできない。た

だし、本人からの申し出により、大学が認めたときは

修業期間を延長することができる。 

 
第１４条 特修生の修業期間は、授業の開講時期及び

受講単位数により６ヶ月間又は１年間とし、修業期間

を６ヶ月間とされた者は１．５年を、１年とされた者

は３年を超えて在学することはできない。 

 

（休学） 

第３４条 正科生、科目等履修生及び特修生は、学期

を単位として、保証人連署の届出により、休学するこ

とができる。 

２ 休学期間は、正科生の場合通算して４年間、科目

等履修生及び特修生の場合通算して１年間を超えるこ

とができない。ただし、本人からの申し出により、大

学が認めたときは休学期間の延長を認めることができ

る。 

 

（別表１） 

入学金、授業料、その他の費用 

区    分 金  額 

入学金 ２０，０００円 

登録料 ２０，０００円 

授業料 

（１単位当たり） 

１，０００円～ 

５，０００円 

科目修得試験料 

（１単位当たり） 

５００円～ 

１，０００円 

スクーリング受講料（１

単位あたり（最終試験料

を含む）） 

５，０００円～ 

１５，０００円 

追試験料 

（１単位当たり） 

１，０００円 

再試験料 

（１単位当たり） 

１，０００円 

学籍管理料 

（１学期当たり） 

６，０００円 

 

 

（学年及び学期） 

第９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日

に終る。 

２ 前項の学年を次の２学期に分ける。 

   春学期 ４月１日から９月３０日まで 

   秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 
 
 
第１３条 科目等履修生の修業期間は、授業の開講時

期及び受講単位数により１学期間又は１年間とし、修

業期間を１学期間とされた者は１．５年を、１年とさ

れた者は３年を超えて在学することはできない。ただ

し、本人からの申し出により、大学が認めたときは修

業期間を延長することができる。 

 
第１４条 特修生の修業期間は、授業の開講時期及び

受講単位数により１学期間又は１年間とし、修業期間

を１学期間とされた者は１．５年を、１年とされた者

は３年を超えて在学することはできない。 

 
（休学） 

第３４条 正科生、科目等履修生及び特修生は、学期

を単位として、保証人連署の届出により、休学するこ

とができる。 

２ 休学期間は、正科生の場合通算して８学期間、科

目等履修生及び特修生の場合通算して２学期間を超

えることができない。ただし、本人からの申し出によ

り、大学が認めたときは休学期間の延長を認めること

ができる。 

 

（別表１） 

入学金、授業料、その他の費用 

区    分 金  額 

入学金 ２０，０００円 

登録料 ２０，０００円 

授業料 

（１単位当たり） 

１，０００円～ 

５，０００円 

科目修得試験料 

（１単位当たり） 

５００円～ 

１，０００円 

スクーリング受講料（１

単位あたり（最終試験料

を含む）） 

５，０００円～ 

１５，０００円 

追試験料 

（１単位当たり） 

１，０００円 

再試験料 

（１単位当たり） 

１，０００円 

学籍管理料 

（１学期当たり） 

１２，０００円 

 

■変更時期 
 
 平成 26 年 4 月 1 日 


